
４ 必要書類 

(1) 市営住宅入居申込書 
(2) 収入を証明する書類（課税証明書など） 
・申込時期等により提出していただく書類が、別表２のように変わりますのでご注意ください。

(3) 扶養又は収入を証明する書類
・申込家族のうち、収入のない方については、無職の証明又は扶養されていることを証明する書類が必要

です。

・退職をし、再就職されていない方は、離職票の写し又は退職証明書の写しを提出してください。

(4) 世帯全員の住民票の写し(省略されていないもの) 
(5) 市町村税の滞納のないことを証明する書類
・現在、課税されている市区町村の税務担当課で証明を受けてください。

 証明の必要な税目は市町村民税、固定資産税、軽自動車税、都市計画税、国民健康保険税です。

(6) シルバーハウジングに申込の方は申込調書・誓約書・申立書
   なお、入居後心身の状況が変化し、自立生活が不可能となった場合には、住宅の明渡し努力義務が発生

します。

(7) 築出住宅に申込の方は、世帯主の年齢が満４５歳に達したときに退去していただく誓約書
(8) その他
・親(子)世帯等と同居するため申込まれる方は、同居入居の誓約書。
・身体・心身に障害のある方、生活保護等を受けている場合は、証明する手帳等の写し。

・現在、賃貸アパートや借家等に居住されている方は、賃貸借契約書の写し又は家賃の支払い証明書等。

・婚約中の方は、婚約証明書及び婚約入居の誓約書を提出していただきます。

・単身、母子・父子家庭、別居中の親(子)世帯等と同居するために申込まれる方は、戸籍謄本を提出して
ください。

・証明する書類が提出できない場合はその理由と状況を明らかにする申立書を提出してください。

・持家処分により申し込まれる方は、不動産売買契約書または競売開始の証明書等。

５ 申込資格喪失 

 次の方は入居決定・契約後であっても入居の資格を失います。

(1) 受付後において、申込資格がないことが判明した方
(2) 二重申込又は虚偽の申込したことが判明した方
(3) 受付後において、同居親族の変更や婚約者の変更があった方、住所や連絡場所等の変更があっても連
絡のなかった方

(4) 指定された期日までに、敷金の納付及び賃貸借契約書等の作成をされない方
(5) 契約の翌日(入居可能日)から１ヶ月以内に、申込家族全員が入居できない方
なお、婚約により申込された方は入居可能日から１ヶ月以内に申込家族のうち１名は必ず入居し、３

ヶ月以内には申込家族全員が入居してください。できない場合は退去していただくこととなります。

(6) 再申込の対象者で、再申込を行わなかった方又は再申込において申込資格を満たさなくなった方

６ その他 

・公営住宅の入居順位は、年２回（８月・２月頃）の入居者選考委員会後に住宅困窮度に応じて変わります。

 ・市営住宅入居後は、各住宅の自治会へ加入していただきますので、共益費・町内会費が発生します。 

 ・市営住宅の駐車場については、各戸１台分のみとなります。（ただし、神戸久保川・福祉の里住宅は２台

分あります。）

 ・公営住宅へ入居後、収入が増え収入超過となった方は、住宅の明け渡し努力義務が発生します。

 ・市営住宅でのペットの飼育、餌付けは禁止されています。

 ・市営住宅の入居契約に関しては、保証能力のある連帯保証人が１名必要となります。

 ・緑ヶ丘住宅、シルバーハウジング、築出住宅はオール電化のため、電磁調理器が必要となります。

 ・入居者およびその同居者が暴力団員であることが判明したときは、住宅の明渡請求事由に該当します。

 ・申込後、毎年６月時点で入居待機中の方については、再申込していただき、申込資格の有無を確認します。

 ・郵送による申し込みは受け付けできません。

お問合せ先 田原市役所建築課 TEL ０５３１－２３－３５２７(直通) 

１ 田原市の市営住宅について 

  現在田原市には、公営住宅とシルバーハウジング、特定公共賃貸住宅があり、公営住宅は低所得者に低

額の家賃で住宅を供給する福祉目的の住宅、シルバーハウジングは高齢者世帯向けの住宅、特定公共賃貸

住宅は中堅所得者向けの住宅となっています。

２ 申込資格 

(1) 現に同居し、または同居しようとする親族(婚約者含む)があり、住宅困窮者であること
 ※婚約により申込される方は、挙式予定日(入籍予定日)の３ヶ月前から申込の受付をいたします。
 ※夫婦を分割しての申込(例:別居の為等)はできません。
 ※単身者の方は原則として申込できません。(単身で申込の方は、下記「３ 単身での申込資格」参照) 
(2) 申込者世帯に持家(申込者名義の家)がないこと
(3) 申込世帯の収入が公営住宅法施行令に定める収入基準に適合していること
※別表１収入基準早見表参照

(4) 市町村税等の滞納がないこと
(5) シルバーハウジングに申込の方は、(ア)～(ウ)のいずれかに該当し、かつ(エ)に該当すること

(ア) どちらか一方が 60歳以上の夫婦世帯
(イ) 全員が 60歳以上の親族からなる二人世帯
(ウ) 60歳以上の単身者
(エ)ア・イ・ウともに１年以上田原市内に在住している方

(6) 築出住宅にお申込の方は、世帯主の年齢が満 18 歳以上、40 歳以下の方で、当該世帯主に配偶者があ
ること(45歳に達した時に退去していただきます) 

(7) 特定公共賃貸住宅は公営住宅施行令に定める収入基準以外の方
(8) 不自然に家族を分割する場合や、不自然な寄り合い世帯は申込できません
(9) 申込者及びその同居者が暴力団員ではないこと

３ 単身での申込資格（２申込資格（2）（3）（4）を含む）

(1) 住宅困窮者であり、日常生活に支障のない程度に健常であるか、又は介護が必要であっても常時介護
を受けることができること

(2) 次のいずれかに該当していること
ただし、身体上又は精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とし、かつ、居宅においてこれを

受けることができず、又は受けることが困難であると認められる者を除く。

(ア) 申込日現在で満 60歳以上の方
(イ) 身体障害者(身体障害者手帳の交付を受けている１級～４級の障害者) 
(ウ) 精神障害者(精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている１級～３級の障害者) 
(エ) 知的障害者(療育手帳の交付を受けているA～C判定（愛知県発行の場合）の障害者。愛護手帳（名
古屋市発行）の場合は総合判定で１度～４度) 

(オ) 戦傷病者の方(恩給法の別表第１号表の２の特別項症から第６項症まで、又は同法別表第１号表
の３の第１款症の障害のある方) 

(カ) 原子爆弾被爆者の方(原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第１１条第１項の規定により、
厚生労働大臣の認定を受けている方) 

(キ) 生活保護を受けている方(生活保護法第６条第１項に規定する被保護者) 
(ク) 海外からの引揚者の方((厚生労働大臣が証明した方で)日本に引揚げてから５年未満の方) 
(ケ) ハンセン病療養者の方(ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律第２条
に規定する、ハンセン病療養所入所者等に該当する方) 

(コ) DV被害者の方(ただし、婦人相談所・裁判所等で証明書の発行が可能な方) 
(3) 申込者が暴力団員ではないこと

令和６年度市営住宅申込案内 





《所得月額計算式》給与所得者・事業所得者が複数名いる場合は、この算式で計算できます。
年間総所得金額 個別の特別控除 一般控除 その他の控除

給与所得者の方は
給与所得控除後の金
額

ー
ひとり親 ３５万円
   または
寡婦   ２７万円

ー ３８万円
  ×

ー

障害者     ２７万円
特別障害者   ４０万円
特定扶養親族  ２５万円
老人扶養親族  １０万円
所得等調整控除 １０万円

÷ 12 ＝ 所得月額

同居親族又は
扶養親族数

各々×対象者数
収入のある方が２人以上いる場合には、お互いの給

与所得控除後の金額を合算した金額

※次に掲げる世帯（裁量階層）については、入居収入基準（月収額）は一般世帯より高い214,000円までとなります 

①身体障害者世帯・戦傷病者世帯  同居予定親族に次に掲げる障害者のいる世帯 

・１～４級までの身体障害者  ・精神障害者、知的障害者 

・恩給法別表第１号表の３第１款症以上の障害がある戦傷病者のいる世帯 

② 原爆被爆者世帯 

 同居予定親族に原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第１１条第１項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている世帯 

③ 高齢者世帯 

 入居契約者が６０歳以上の方であり、かつ、同居者のいずれもが６０歳以上又は１８歳未満の方である世帯 

④ 引揚者の方 

 海外からの引揚者の方で本邦に引き揚げた日から起算して５年を経過していない方(引揚証明書の交付を受けている方) 

⑤ ハンセン病療養所入所者 

 入居者又は同居者にハンセン病療養所入所者等がいる世帯 

⑥ 同居予定者に小学校就学前の子がいる世帯 



家賃減免制度 

田原市では、次の表に該当する世帯については、住宅家賃の減免を受けることができます。 

なお、特定公共賃貸住宅は家賃減免対象外となります。 

区        分 対        象        者 減額率等（内容） 

低 所 得 減 免 

生  活  保  護  世  帯 家賃と住宅扶助料との差額免除 

所得月額       0 円～26,000 円 家賃の 50％ 

所得月額  26,001 円～52,000 円 家賃の 30％ 

福  祉  減  額 

所得月額  52,001 円～78,000 円の次の世帯 

●心身障害者世帯  ●老人世帯 

●母子世帯  ●父子世帯   

●原爆被爆者世帯 

家賃の 10％ 

●福祉減額対象世帯 

母  子  世  帯 

「配偶者のない女子」であって、現に 20歳未満の子を扶養している世帯 

（同居の親族のうち 20歳以上で、かつ、経常的収入を得る職業に就いてい

る方がいる世帯は除く。） 

父  子  世  帯 

「配偶者のない男子」であって、現に 20歳未満の子を扶養している世帯 

（同居の親族のうち 20歳以上で、かつ、経常的収入を得る職業に就いてい

る方がいる世帯は除く。） 

老  人  世  帯 
60 歳以上の老人の世帯 

（家族は、その配偶者、18 歳未満又は 56 歳以上の方に限る。） 

心身障害者世帯 

家族の中（同居親族）に中度（療育手帳 B 判定・愛護手帳 3 度）以上の知

的障害、中度（２級）以上の精神障害、４級以上の身体障害のある方、又

は恩給法別表第１号表の３第１款症以上の障害がある戦傷病者のいる世帯 

原爆被爆者世帯 

家族の中（同居親族）に原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律（平成

６年法律第１１７号）第２条第２項の規定により交付を受けた被爆者健康

手帳を所持している方のいる世帯 


